
『
漢
書
』
郊
祀
志
の
「
泰
一
」
の
祭
祀
に
つ
い
て

村

田
　
浩

　
泰
一
（
「
太
一
」
と
も
表
記
さ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
、
引
用
文
を
除
い
て
「
泰
一
」
と
表
記
す
る
こ
と
と
す
る
）
の
祭
祀
は
、
武

帝
以
後
の
漢
代
を
通
じ
て
、
最
も
重
要
な
祭
祀
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
本
稿
は
、
『
漢
書
』
郊
祀
志
に
よ
っ
て
、
泰
一
の
祀
り
の
変
遷

を
跡
づ
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
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一

、
長
安
の
泰
一
の
祀
り

　

『
漢

書
』
郊
祀
志
は
、
『
史
記
』
封
禅
書
を
略
ぼ
そ
の
ま
ま
引
き
写
す
形
で
、
武
帝
ま
で
の
祭
祀
の
変
遷
を
述
べ
て
い
る
。
そ
れ

に

よ
れ
ば
、
武
帝
の
時
代
ま
で
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
祭
祀
は
、
い
ず
れ
も
皇
帝
の
意
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も

の

で

あ
っ
て
、
礼
経
に
根
拠
を
有
つ
も
の
で
は
な
い
。
泰
一
の
祭
祀
も
ま
た
、
礼
経
に
根
拠
は
な
く
、
「
祀
る
べ
し
」
と
い
う
上
奏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

を
武
帝
が
容
れ
た
た
め
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
郊
祀
志
は
年
代
を
明
記
し
な
い
が
、
毫
人
の
謬
忌
な
る
者
が
、

次
の

よ
う
な
上
奏
を
し
た
。



　
　
天
神
の

貴
き
者
は
泰
一
、
泰
一
の
佐
を
五
帝
と
日
ふ
。
古
者
、
天
子
春
秋
を
以
て
泰
一
を
東
南
郊
に
祭
る
こ
と
、
日
ご
と
に
一

　
　
太
牢
、
七
日
な
り
。
壇
を
為
り
、
八
通
の
鬼
道
を
開
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
武
帝
は

こ
の
上
奏
を
裁
可
し
、
太
祝
に
命
じ
て
、
長
安
城
の
東
南
郊
に
泰
一
の
祠
を
置
か
せ
た
。
泰
一
祭
祀
の
初
め
で
あ
る
。
続

い

て

三
二
」
を
祀
る
こ
と
を
上
奏
す
る
者
が
あ
り
、
武
帝
は
ま
た
も
裁
可
し
、
さ
き
の
謬
忌
の
泰
一
の
壇
上
で
祀
ら
せ
た
。
二
二

と
は
、
天
一
・
地
一
・
泰
一
の
こ
と
で
、
三
年
に
一
度
、
太
牢
を
も
っ
て
祀
る
の
だ
と
言
う
。
更
に
続
い
て
、
ま
た
別
の
「
泰
一
」

を
祀
る
こ
と
を
上
奏
す
る
者
が
あ
っ
た
。
曰
く
、

　
　
古
へ
天
子
常
に
春
を
以
て
解
祠
す
。
黄
帝
を
祠
る
に
一
臭
・
破
鏡
を
用
て
し
、
冥
羊
は
羊
を
用
て
祠
り
、
馬
行
に
は
一
青
牡
馬

　
　
を
用
て
し
、
泰
一
・
皐
山
山
君
に
は
牛
を
用
て
し
、
武
夷
君
に
は
乾
魚
を
用
て
し
、
陰
陽
使
者
に
は
一
牛
を
以
て
す
。

と
。
武
帝
は
こ
れ
も
裁
可
し
、
謬
忌
の
泰
一
の
壇
の
傍
ら
で
こ
れ
を
祀
ら
せ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　

さ
て
、
漢
代
の
「
泰
＝
に
二
通
り
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
津
田
左
右
吉
が
指
摘
し
て
い
る
。
　
↓
種
の
形
而
上
学
的
観
念
と
し
て

の

泰
一
と
、
神
と
し
て
の
泰
一
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
観
念
と
し
て
の
泰
一
も
神
と
し
て
の
泰
一
も
、
仔
細
に
見
る
と
更
に
細
か
く

区

別
で
き
る
と
言
う
。
こ
こ
で
採
り
上
げ
て
い
る
の
は
後
者
の
泰
一
な
の
で
後
者
の
み
に
つ
い
て
見
る
と
、
津
田
は
、
郊
祀
志
に
出

る
泰
一
を
上
帝
と
考
え
、
『
准
南
子
』
天
文
訓
に
出
る
泰
一
を
占
星
術
と
結
び
つ
い
た
も
の
と
し
て
、
少
し
く
異
な
る
と
し
て
い
る
。

だ

が

津
田
は
、
謬
忌
の
泰
一
と
、
後
で
扱
う
甘
泉
の
泰
一
と
を
区
別
し
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
郊
祀
志
に
複
数
出
て
く
る
泰
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

を
、
す
べ
て
同
じ
も
の
と
し
て
考
え
る
の
に
は
同
意
し
難
い
。

　
成
帝
の

建

始
元

年
、
匡
衡
・
張
譜
ら
が
、
甘
泉
の
泰
一
を
長
安
へ
移
動
す
る
よ
う
上
奏
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
元
も
と
長
安
で
祀

ら
れ
て
い
た
三
つ
の
泰
一
（
謬
忌
の
泰
一
と
、
三
一
の
泰
一
と
、
解
祠
の
泰
，
と
）
に
つ
い
て
は
、
翌
年
、
ほ
か
の
諸
神
と
同
様
、
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廃
止
が
建
議
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
謬
忌
の
泰
「
な
ど
が
、
甘
泉
の
泰
一
に
比
べ
て
重
要
視
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も

の

で

あ
ろ
う
。
甘
泉
の
泰
一
は
、
概
ね
沿
陰
の
后
土
と
対
で
祀
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
天
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、

重

要

で
あ
る
は
ず
の
天
の
祀
り
を
廃
止
す
る
と
は
考
え
難
く
、
謬
忌
の
泰
一
な
ど
は
天
だ
と
は
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
武
帝
が
長
安
に
祀
っ
た
三
つ
の
泰
一
は
、
『
准
南
子
』
な
ど
に
出
る
、
占
星
術
と
結
び
つ
い
た
泰
一
、
す
な
わ
ち
星
（
或
い
は

星
座
）
で
は
な
か
っ
た
か
。

　

『
准

南
子
』
兵
略
訓
に
は
、
戦
争
で
の
勝
利
に
資
す
る
も
の
と
し
て
、
「
星
辰
日
月
の
運
に
明
か
」
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て

い

る
。
兵
略
訓
は
こ
の
こ
と
を
重
視
し
な
い
が
、
武
帝
期
の
軍
事
行
動
に
、
占
星
術
の
考
え
方
が
、
あ
る
程
度
の
重
要
性
を
占
め
て

い

た

こ
と
は
疑
い
な
い
。
↓
方
、
『
漢
書
』
芸
文
志
の
兵
書
略
に
は
、
『
太
壱
兵
法
』
や
『
天
一
兵
法
』
と
い
っ
た
書
名
が
見
え
て
お

り
、
軍
事
に
お
け
る
泰
一
の
地
位
の
高
さ
が
知
れ
る
。
元
鼎
五
年
、
南
越
を
伐
つ
に
際
し
て
泰
一
に
告
祷
し
て
い
る
の
も
、
泰
一
が

軍
事
上

重
要
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
が
、
こ
の
時
、
日
月
・
北
斗
・
登
龍
を
画
い
て
太
一
三
星
を
象
っ
た
幡
が
作

ら
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
の
泰
一
は
星
座
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

武
帝
が
長
安
に
祀
っ
た
泰
一
の
う
ち
、
三
一
の
泰
一
に
つ
い
て
は
、
天
一
と
と
も
に
祀
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
や
は

り
星
座
で
あ
る
ら
し
く
見
え
る
。
三
一
の
う
ち
地
一
に
つ
い
て
は
不
明
で
、
『
史
記
』
天
官
書
に
も
『
漢
書
』
天
文
志
に
も
見
え
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

い

名
で
あ
る
け
れ
ど
、
天
官
書
も
天
文
志
も
、
当
時
の
星
座
の
総
て
を
網
羅
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
ら
し
い
の
で
、
漏
れ
た
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
6
）

だ

と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
武
帝
が
鼎
湖
で
病
気
に
罹
り
、
甘
泉
に
神
君
の
寿
宮
を
置
い
た
際
も
、
「
神
君
の
最
も
貴
き

者

を
太
一
と
日
ひ
、
其
の
佐
を
太
禁
と
日
ふ
。
司
命
の
属
、
皆
之
に
従
ふ
」
と
言
わ
れ
、
北
斗
七
星
の
一
部
で
あ
る
「
司
命
」
と
と

も
に
記
さ
れ
て
い
る
。
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謬
忌
の
泰
一
に
つ
い
て
は
、
そ
の
「
佐
」
と
さ
れ
て
い
る
「
五
帝
」
が
問
題
で
あ
る
。
高
祖
二
年
、
黒
帝
の
祠
を
立
て
た
際
の

「
吾

聞
く
、
天
に
五
帝
有
り
と
。
而
る
に
四
た
る
は
、
何
ぞ
や
」
「
吾
之
を
知
る
英
、
乃
ち
我
を
待
ち
て
五
を
具
へ
ん
と
な
り
」
と
い

う
高
祖
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、
雍
の
五
時
が
「
五
帝
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
に
違
い
な
く
、
ま
た
そ
の
「
五
帝
」
は
「
上
帝
」

で

あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
が
、
一
方
、
「
五
帝
坐
」
と
い
う
星
座
が
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
や
は
り
星
座
（
或
い
は
星
）

に

関
わ
る
も
の
だ
と
思
わ
れ
、
そ
の
上
に
位
置
す
る
泰
一
も
、
同
様
に
星
座
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
と
思
わ
れ
る
。

　
解
祠
の

泰
一
は
ど
う
か
。
解
祠
で
は
、
泰
一
の
ほ
か
に
も
多
数
の
神
が
祀
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
諸
神
の
い
ず
れ
も
、
何
の

　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

神
で

あ
る
か
判
明
し
な
い
。
が
、
諸
注
に
従
え
ば
、
解
祠
に
祀
ら
れ
る
諸
神
は
、
雑
多
な
も
の
の
寄
せ
集
め
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が

で

き
、
星
座
で
あ
る
と
も
な
い
と
も
言
え
な
く
な
る
。
た
だ
、
こ
こ
の
泰
一
は
、
太
牢
で
は
な
く
牛
を
も
っ
て
祀
ら
れ
る
の
で
あ
る

か

ら
、
謬
忌
の
泰
一
や
三
一
の
泰
一
に
比
べ
て
格
下
の
扱
い
を
受
け
て
い
た
ら
し
い
。
で
は
、
謬
忌
の
泰
一
と
三
一
の
泰
一
と
が
ど

う
異
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
謬
忌
の
泰
一
は
春
と
秋
と
に
祀
ら
れ
、
三
一
の
泰
一
は
三
年
に
一
度
祀
ら
れ
る
と
い
う
、
祭
祀
の

時
期
の
違
い
が
述
べ
ら
れ
る
だ
け
な
の
で
、
具
体
的
な
性
格
の
相
違
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

一 70一

二
、
甘
泉
の
泰
一
の
祀
り

　
次

に
、
甘
泉
の
泰
一
に
つ
い
て
見
よ
う
。
元
鼎
四
年
、
武
帝
は
雍
の
五
時
で
郊
祭
を
行
い
、
「
天
の
祀
り
が
あ
っ
て
地
の
祀
り
が

な
い

の
は

礼
と
し
て
釣
り
合
わ
な
い
」
と
い
う
理
由
で
、
后
土
の
祀
り
を
沿
陰
に
置
か
せ
る
。
こ
の
年
の
秋
、
「
五
帝
は
泰
一
の
佐

な
り
。
宜
し
く
泰
一
を
立
て
て
上
親
つ
か
ら
之
を
郊
す
べ
し
」
と
上
奏
す
る
者
が
あ
っ
た
。
長
安
に
は
既
に
泰
一
の
壇
が
あ
る
の
だ



か

ら
、
こ
の
上
奏
は
、
甘
泉
の
泰
一
を
予
想
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
が
、
「
上
疑
ひ
て
未
だ
定
め
ず
」
、
武
帝
は
こ
の
時
に
は
泰
一
の

祀

り
を
置
か
な
か
っ
た
。
武
帝
の
こ
の
逡
巡
の
原
因
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

　
元
鼎
四

年
夏
六
月
、
沿
陰
か
ら
鼎
が
出
土
す
る
。
以
後
武
帝
は
、
封
禅
の
こ
と
を
臣
下
た
ち
と
議
論
し
、
そ
の
儀
礼
を
儒
家
の
方

式
で
文
飾
し
よ
う
と
す
る
が
、
儒
家
の
経
典
に
は
封
禅
の
儀
礼
が
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
儒
家
の
諸
生
は
武
帝
の
意
に
沿
っ
た
提
案
が

出
せ
な
い
で
い
た
。
武
帝
の
逡
巡
は
、
封
禅
の
儀
礼
が
決
定
で
き
な
い
こ
と
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
次
に
述
べ
る
よ

う
に
、
武
帝
は
、
甘
泉
の
泰
一
の
祀
り
を
、
占
星
術
と
結
び
つ
い
た
星
座
の
祀
り
で
は
な
く
、
天
の
祀
り
と
し
て
行
お
う
と
し
て
い

た

と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
同
時
に
そ
れ
は
、
同
じ
く
天
を
祀
る
封
禅
の
リ
ハ
ー
サ
ル
と
し
て
も
意
図
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

元
封

元
年
冬
、
武
帝
は
「
古
へ
先
づ
振
兵
釈
旅
し
、
然
る
後
に
封
禅
す
」
と
言
っ
て
、
兵
十
余
万
騎
を
率
い
て
朔
方
へ
巡
幸
し
、
甘

泉
に
帰
っ
て
か
ら
、
「
且
に
事
を
泰
山
に
用
ゐ
ん
と
す
る
が
為
に
」
、
先
に
泰
一
に
「
類
祠
」
し
て
い
る
。
「
類
」
の
祀
り
に
つ
い
て

は
諸
説

あ
っ
て
判
然
と
し
な
い
が
、
こ
こ
は
「
類
似
の
祀
り
を
行
っ
た
」
、
つ
ま
り
リ
ハ
ー
サ
ル
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
僅
か
｝
年
ほ
ど
の
間
に
ど
れ
ほ
ど
の
進
展
が
あ
っ
た
の
か
判
ら
な
い
が
、
「
疑
未
定
」
の
翌
元
鼎
五
年
、
武
帝
は
雍
に
郊
し
、
次

い

で

甘
泉
に
泰
一
の
祀
壇
を
設
け
さ
せ
る
。

　
　
祠
官
の

寛
箭
等
を
し
て
泰
一
の
祠
壇
を
具
へ
し
む
。
祠
壇
は
毫
忌
の
泰
一
の
壇
に
放
ひ
、
三
咳
な
り
。
五
帝
の
壇
其
の
下
に
環

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
ら

　
　
居

し
、
各
の
其
の
方
の
如
く
し
、
黄
帝
は
西
南
な
り
。
八
通
の
鬼
道
を
除
く
。
泰
一
の
用
ゐ
る
所
は
雍
の
一
時
の
者
の
如
く
し
、

　
　
酷
・
果
・
舗
の
属
を
加
へ
、
一
麓
牛
を
殺
し
て
、
以
て
祖
豆
の
牢
具
と
為
す
。
五
帝
に
は
独
り
祖
豆
の
酷
進
有
る
の
み
。
其
の

　
　
下
の

四

方
地
に
は
畷
を
為
し
、
華
神
従
者
及
び
北
斗
に
食
せ
し
む
と
云
ふ
。
已
に
祠
れ
ば
、
昨
余
は
皆
之
を
僚
く
。
其
の
牛
は

　
　
色

白
、
白
鹿
其
の
中
に
居
り
、
麓
鹿
中
に
在
り
、
鹿
中
に
は
水
し
て
之
に
酒
す
。
日
を
祭
る
に
は
牛
を
以
て
し
、
月
を
祭
る
に

一 71一



　
　
は

羊
屍
の
特
を
以
て
す
。
泰
一
の
祝
宰
は
則
ち
紫
及
び
繍
を
衣
る
。
五
帝
は
各
の
其
の
色
の
如
く
し
、
日
は
赤
、
月
は
白
な
り
。

　
　
十
一
月
辛
巳
朔
旦
冬
至
吻
爽
、
天
子
始
め
て
泰
一
を
郊
拝
す
。
朝
に
は
日
に
朝
し
、
夕
に
は
月
に
夕
し
て
、
則
ち
揖
す
。
泰
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
を
見
す
る
こ
と
雍
の
郊
の
礼
の
如
く
す
。

　
祀
壇
は
長
安
の
謬
忌
の

泰
一
の
そ
れ
を
用
い
、
供
え
物
は
雍
の
五
時
の
も
の
に
少
し
く
付
加
し
た
も
の
を
用
い
る
。
甘
泉
の
泰
一

の

祀

り
は
、
占
星
術
へ
と
連
な
る
泰
一
と
、
天
の
祀
り
で
あ
る
雍
の
五
時
と
を
混
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
泰
二
の
名
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

「
天
」
の
祀
り
を
意
図
し
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
武

帝
の
意
は
封
禅
に
在
っ
た
。
封
禅
は
、
受
命
の
君
に
の
み
許
さ
れ
た
行
為
で
あ
る
。
武
帝
は
、
つ
ま
り
は
漢
朝
は
、
革
命
を
行

っ

た
の
だ
。
だ
と
す
れ
ば
武
帝
は
（
漢
朝
は
）
、
前
代
の
礼
制
を
踏
襲
す
る
だ
け
で
は
い
け
な
い
。
「
王
者
必
ず
前
王
の
礼
に
因
る
。

時
に
順
ひ
宜
を
施
し
、
損
益
す
る
所
有
り
て
、
民
の
心
に
即
き
、
稽
や
制
作
す
」
（
『
漢
書
』
礼
楽
志
）
。
況
し
て
漢
は
「
秦
の
敗
俗

を
承
け
」
（
同
）
た
の
だ
か
ら
、
礼
制
を
改
め
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
の
だ
。
高
祖
は
、
取
り
敢
え
ず
雍
の
祀
り
を
五
つ
に
増
や

す

こ
と
し
か
で
き
な
か
っ
た
が
、
今
、
封
禅
を
行
お
う
と
い
う
時
に
及
ん
で
、
尚
お
秦
代
の
祭
祀
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
続
け
る
こ
と

は

で

き
な
い
。
甘
泉
に
新
た
に
天
の
祀
り
を
置
く
意
図
は
、
こ
の
辺
り
に
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
そ
れ
は
、
「
泰
＝
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
1
0
｝

う
、
漢
代
に
な
っ
て
初
め
て
祀
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
の
名
で
祀
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
は
、
前
述

の

通

り
、
来
る
べ
き
最
大
の
天
地
の
祀
り
、
封
禅
の
リ
ハ
ー
サ
ル
を
兼
ね
て
い
た
の
で
あ
る
。
元
封
元
年
夏
四
月
の
封
禅
の
儀
礼
は
、

「
泰
一
を
郊
祀
す
る
の
礼
の
如
し
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
さ
て
、
武
帝
の
意
は
封
禅
に
在
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
封
禅
に
し
か
な
か
っ
た
よ
う
な
の
で
あ
る
。
元
封
元
年
、
宿
願
の
封
禅
を

果
た

し
て
か
ら
、
武
帝
は
何
度
か
「
修
封
」
を
行
っ
て
い
る
。
「
修
封
」
に
つ
い
て
郊
祀
志
は
、
「
泰
山
は
五
年
に
一
た
び
修
封
す
。
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武
帝
凡
そ
五
た
び
修
封
せ
り
」
と
総
括
し
て
お
り
（
封
禅
書
も
「
封
禅
、
五
年
一
脩
封
」
と
記
す
）
、
実
際
、
郊
祀
志
の
記
事
の
個

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
｝

個
の

条

に
「
後
五
年
」
と
あ
る
も
の
は
、
武
帝
紀
の
記
事
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
る
。
一
方
、
甘
泉
の
泰
一
の
祀
り
の
ほ
う
は
、
太

史
令
・
司
馬
談
、
祠
官
・
寛
辞
ら
に
よ
っ
て
、
「
宜
し
く
此
の
地
の
光
域
に
因
り
て
泰
時
の
壇
を
立
て
て
以
て
応
を
明
か
に
す
べ
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
1
2
）

太
祝

を
し
て
領
し
、
秋
及
び
臓
間
に
祠
ら
し
め
よ
。
三
歳
に
天
子
壱
た
び
郊
見
せ
よ
」
と
奏
さ
れ
て
い
る
の
に
、
こ
れ
が
守
ら
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
〔
1
3
｝

形

跡
が
な
い
の
で
あ
る
。
郊
祀
志
に
は
、
泰
山
の
ふ
も
と
に
明
堂
を
作
っ
た
年
に
「
幸
甘
泉
、
郊
泰
時
」
と
い
う
記
事
が
あ
り
、
武

帝
紀
に

拠
れ

ば
、
明
堂
が
作
ら
れ
た
の
は
元
封
二
年
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。
次
に
武
帝
紀
に
「
郊
泰
時
」
と
言
わ
れ
る
の
は
元
封
五

年
夏
四
月
。
続
い
て
天
漢
元
年
春
正
月
、
後
元
元
年
春
正
月
で
あ
り
、
定
期
的
に
祀
ら
れ
た
と
は
言
い
が
た
い
。
「
天
」
の
祀
り
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⌒
1
4
）

し
て
の
位
置
づ
け
も
不
明
確
で
、
対
に
な
る
「
地
」
の
祀
り
で
あ
る
河
東
・
扮
陰
の
后
土
の
祀
り
が
、
元
封
二
年
に
は
引
き
続
い
て
、

元
封

五
年
の

に
は
翌
六
年
三
月
に
、
天
漢
元
年
の
に
も
同
年
三
月
に
行
わ
れ
て
い
る
の
に
、
後
元
元
年
の
に
は
対
応
す
べ
き
記
事
が

な

い
。
ま
た
元
封
四
年
に
は
、
冬
十
月
に
雍
の
五
時
の
祀
り
が
、
春
三
月
に
は
河
東
の
后
土
の
祀
り
が
行
わ
れ
て
い
て
、
「
天
」
の

祀

り
と
し
て
、
甘
泉
の
泰
一
で
は
な
く
雍
の
五
時
が
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
も
見
え
る
の
だ
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
武
帝
が
、
泰
一
の
祀
り
を
（
后
土
の
祀
り
も
）
重
要
視
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
の
証
拠
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

武

帝
に
と
っ
て
天
地
の
祀
り
と
は
、
取
り
も
直
さ
ず
封
禅
だ
っ
た
の
だ
。
さ
れ
ば
、
封
禅
と
、
封
禅
に
関
わ
る
「
修
封
」
と
は
、
き

ち
ん
と
定
期
的
に
執
り
行
わ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
甘
泉
の
泰
一
の
祀
り
は
、
不
定
期
に
思
い
つ
い
た
よ
う
に
行
わ
れ
る
に
止
ま
っ

た

の

だ
ろ
う
。
無
論
、
郊
祀
志
の
武
帝
の
項
の
結
び
に
「
甘
泉
の
泰
一
・
沿
陰
の
后
土
は
、
三
年
に
親
つ
か
ら
郊
祠
す
」
と
あ
る

（封
禅
書
も
同
じ
）
以
上
は
、
祀
り
は
定
期
的
に
執
り
行
わ
れ
て
い
た
の
に
、
史
官
が
こ
れ
を
き
ち
ん
と
記
録
し
な
か
っ
た
に
す
ぎ

な
い
可
能
性
も
あ
る
が
、
史
官
が
杜
撰
な
記
録
し
か
残
さ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
自
体
、
武
帝
が
泰
一
や
后
土
の
祀
り
を
重
要
視
し
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て
い

な
か
っ
た
こ
と
の
証
拠
で
あ
る
だ
ろ
う
。
武
帝
に
と
っ
て
、
甘
泉
の
泰
一
の
祀
り
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
封
禅
の
リ
ハ
ー
サ
ル
に

す

ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
反
面
、
「
尤
も
鬼
神
の
祀
り
を
敬
」
っ
た
武
帝
は
、
祀
り
を
増
や
す
ば
か
り
で
削
減
す
る
こ
と
が
で
き

ず
、
意
義
を
有
た
な
く
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
祭
祀
で
も
、
不
定
期
に
行
い
続
け
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

三
、
昭
帝
以
後

　
武
帝

期
を
過
ぎ
て
も
、
祭
祀
は
、
礼
経
に
根
拠
を
有
つ
も
の
で
は
な
く
、
皇
帝
の
意
の
ま
ま
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
か

ら
、
武
帝
を
継
い
だ
昭
帝
が
、
「
未
だ
嘗
て
親
つ
か
ら
巡
祭
せ
ず
と
云
ふ
」
な
ど
と
い
う
こ
と
が
起
こ
り
得
た
の
で
あ
る
。

　
宣
帝
も
、
初
め
は
「
宗
廟
の
祀
り
に
非
ず
ん
ば
出
で
ず
」
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
神
爵
元
年
春
正
月
、
甘
泉
の
泰
一

の

祀

り
を
行
っ
た
際
に
「
数
ば
美
祥
有
」
っ
た
た
め
か
、
三
十
年
近
く
も
放
置
さ
れ
て
い
た
甘
泉
の
泰
一
の
祀
り
を
、
再
び
行
う
よ

う
に
な
る
（
こ
の
時
に
は
、
三
月
に
、
河
東
の
后
土
の
祀
り
を
行
っ
て
い
る
）
。
神
爵
四
年
春
二
月
、
「
泰
一
・
五
帝
・
后
土
の
祠
を

修
興
せ

よ
」
と
い
う
詔
が
出
さ
れ
る
（
宣
帝
紀
）
。
以
後
、
宣
帝
は
、
五
鳳
元
年
春
正
月
、
甘
露
元
年
春
正
月
、
甘
露
三
年
春
正
月
、

黄
龍
元
年
春
正
月
に
、
甘
泉
に
行
幸
し
て
泰
時
に
郊
し
て
い
る
。
甘
露
三
年
の
が
な
け
れ
ば
五
年
一
郊
な
の
だ
が
、
或
い
は
こ
の
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⌒
1
5
）

か

ら
三
年
一
郊
に
改
め
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
宣

帝
期
に
於
け
る
泰
一
は
、
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
か
。
同
年
の
后
土
の
祀
り
に
先
行
し
て
祀
ら
れ
る
例

が

あ
る
こ
と
か
ら
は
、
天
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
宣
帝
期
以
降
、
封
禅
も
修
封
も
一
度
も
行
わ
れ
て
い
な
い

か

ら
、
天
と
し
て
の
泰
一
、
そ
の
「
佐
」
の
五
帝
（
雍
の
五
時
）
、
地
と
し
て
の
后
土
と
い
う
位
置
づ
け
は
、
確
定
し
た
も
の
と
な
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っ

て
い

た
の
で
あ
ろ
う
。

　

宣
帝
の
後
を
継
い
だ
元
帝
は
「
旧
儀
に
遵
ひ
」
、
即
位
の
翌
年
初
元
二
年
春
正
月
、
甘
泉
に
行
幸
し
て
泰
時
に
郊
し
た
（
郊
祀
志

に

は
、
こ
の
時
同
時
に
河
東
の
后
土
や
雍
の
五
時
の
祀
り
を
行
っ
た
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
本
紀
に
は
河
東
や
雍
へ
の
行
幸
の

記
事
は
見
え
な
い
）
。
こ
れ
を
最
初
に
、
初
元
四
年
、
永
光
元
年
、
永
光
五
年
、
建
昭
二
年
の
そ
れ
ぞ
れ
春
正
月
、
甘
泉
に
行
幸
し
、

泰

時
に
郊
し
て
い
る
。
永
光
三
年
が
あ
れ
ば
三
年
一
郊
が
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
「
凡
五
奉
泰
時
」
と
い
う
記
述
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⌒
1
6
）

ら
考
え
て
誤
脱
と
は
思
え
な
い
。
永
光
三
年
に
泰
一
の
祀
り
を
行
わ
な
か
っ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
不
明
と
い
う
し
か
な
い
。

　

さ
て
、
泰
一
の
祀
り
は
問
題
に
は
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
元
帝
期
、
宗
廟
の
祀
り
が
問
題
に
な
っ
た
。
郊
祀
志
に
よ
る
と
口

火

を
切
っ
た
の
は
貢
萬
で
あ
り
、
「
漢
家
の
宗
廟
祭
祀
、
多
く
古
礼
に
応
ぜ
ず
」
と
言
っ
て
い
る
。
元
帝
も
こ
れ
を
是
認
し
た
が
、

貢

萬
の
死
に
よ
り
改
革
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
「
古
礼
に
応
ぜ
ず
」
と
い
う
上
奏
は
、
武
帝
に
は
聴
か
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

元

帝
が
こ
れ
を
認
め
た
こ
と
は
、
礼
経
が
整
備
さ
れ
、
そ
の
権
威
が
高
ま
り
、
皇
帝
も
こ
れ
を
無
視
で
き
な
く
な
っ
て
き
て
い
た
こ

と
を
物
語
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
た
だ
、
宗
廟
の
祀
り
が
問
題
と
さ
れ
た
理
由
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
『
漢

書
』
章
玄
成
伝
に
は
、
高
祖
が
太
上
皇
の
廟
を
各
国
に
建
て
た
の
に
倣
っ
て
恵
帝
や
景
帝
ら
が
続
続
と
廟
を
建
て
た
た
め
に
数
が
増

え
、
郡
国
に
在
る
も
の
だ
け
で
百
六
十
七
、
京
師
に
在
る
も
の
は
百
七
十
六
に
上
り
、
一
年
に
供
え
物
二
万
四
千
四
百
五
十
五
、
衛

士
四

万
五

千
百
二
十
九
人
、
祝
宰
・
楽
人
一
万
二
千
百
四
十
七
人
を
要
し
た
（
犠
牲
を
養
う
た
め
の
卒
は
数
え
な
い
）
と
記
さ
れ
て

い

る
。
こ
の
よ
う
な
膨
大
な
数
に
上
れ
ば
、
そ
の
多
さ
だ
け
で
も
整
理
が
要
求
さ
れ
る
だ
ろ
う
し
、
況
し
て
、
「
黎
民
鱗
寒
」
「
歳
不

登
」
等
と
い
う
文
言
が
連
年
の
よ
う
に
詔
勅
に
見
ら
れ
る
状
況
で
は
、
莫
大
な
国
費
を
祭
祀
に
費
や
す
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
る
の
は
、

当
然
の
こ
と
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
章
玄
成
は
丞
相
に
な
る
と
、
次
次
に
宗
廟
を
廃
止
し
て
ゆ
く
。
た
だ
元
帝
は
晩
年
病
が
ち
で
気
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が
弱

く
な
っ
た
の
か
、
一
旦
廃
止
し
た
宗
廟
の
祀
り
を
、
結
局
元
に
戻
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　
成

帝
期
に
入
る
と
、
泰
一
の
祀
り
に
も
改
革
の
波
が
押
し
寄
せ
る
。
「
初
即
位
」
と
い
う
か
ら
年
号
は
元
帝
の
寛
寧
元
年
の
時
で

あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
丞
相
の
匡
衡
ら
が
、
甘
泉
・
沿
陰
が
京
師
の
正
南
北
に
な
い
と
い
う
理
由
で
、
こ
れ
を
長
安
に
移
す
よ
う

に
上
奏
す
る
。
天
地
の
祀
壇
は
京
師
の
正
南
北
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
反
対
論
も
あ
っ
た
が
賛
成
が
多
数
を
占

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

め
、
建
始
元
年
十
二
月
、
泰
一
と
后
土
の
祀
壇
が
長
安
の
南
北
郊
に
作
ら
れ
、
甘
泉
と
沿
陰
と
の
祀
壇
は
廃
止
さ
れ
た
。
泰
時
は
完

全
に

天
の

祀
壇

で

あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
て
、
こ
こ
の
上
奏
文
に
は
「
泰
＝
の
語
は
最
早
や
出
て
こ
な
い
。
匡
衡
は
更
に
、
泰
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
1
8
＞

を
祀
る
際
の
儀
式
を
縮
小
す
る
こ
と
や
、
雍
の
五
時
を
廃
止
す
る
こ
と
を
次
次
と
上
奏
し
、
容
れ
ら
れ
て
い
る
。
翌
年
に
は
、
謬
忌

の

泰
一
や
＝
＝
を
は
じ
め
、
長
安
や
雍
に
あ
っ
た
祀
り
の
七
割
近
く
の
も
の
を
、
「
礼
に
応
じ
て
い
な
い
」
と
か
「
重
複
し
て
い

る
」
と
か
の
理
由
で
廃
止
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
宗
廟
の
整
理
と
同
じ
く
、
礼
経
の
権
威
が
確
立
し
た
こ
と
や
、
国
家

財
政

の
危
機
に

拠

る
の
で
あ
ろ
う
が
、
更
に
別
の
理
由
も
考
え
ら
れ
る
。
長
安
に
移
さ
れ
た
甘
泉
の
泰
時
が
天
の
祀
り
と
し
て
の
地

位

を
確
立
し
た
た
め
に
、
そ
の
「
佐
」
に
過
ぎ
な
い
雍
の
五
時
や
、
長
安
に
元
も
と
あ
っ
た
星
祀
り
と
し
て
の
泰
一
の
祀
り
は
、
相

対
的
に
地
位
が
低
下
し
て
存
在
意
義
を
失
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
宗
廟
の
存
廃
が
一
定
し
な
か
っ
た
よ
う
に
、
天
地
の
祭
祀
も
亦
た
存
廃
を
繰
り
返
す
こ
と
と
な
る
。
十
数
年
の
時
を
経

て
、
永
始
二
年
冬
十
一
月
、
成
帝
は
雍
に
行
幸
し
、
五
時
の
祀
り
を
行
っ
た
。
突
然
雍
の
五
時
の
祀
り
が
復
活
さ
れ
た
の
は
、
成
帝

に

世
継
ぎ
が
生
ま
れ
な
い
た
め
で
あ
る
。
翌
永
始
三
年
冬
十
月
に
は
、
「
継
嗣
無
き
を
以
て
の
故
に
」
、
皇
太
后
を
経
由
し
て
、
「
其

れ
甘
泉
の

泰

時
・
沿
陰
の
后
土
を
復
し
て
故
の
如
く
し
、
雍
の
五
時
・
陳
宝
の
祠
の
陳
倉
に
在
る
者
に
及
べ
」
と
い
う
詔
が
発
せ
ら

　
⌒
1
9
｝

れ

た
。
皇
帝
は
再
び
自
ら
祀
り
を
行
い
、
長
安
や
雍
に
あ
っ
て
廃
止
さ
れ
た
祀
り
の
半
数
近
く
を
復
活
さ
せ
た
。
だ
が
、
そ
れ
で
も
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世

継
ぎ
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
「
長
安
の
南
北
郊
を
復
活
す
べ
き
だ
」
と
い
う
声
が
上
が
り
、
成
帝
が
崩
御
し
た
緩
和
二
年
三
月
、

皇
太
后

は
「
其
れ
南
北
郊
を
長
安
に
復
し
て
故
の
如
く
せ
よ
」
と
の
詔
を
出
す
。
次
の
哀
帝
は
病
が
ち
で
、
建
平
三
年
、
先
の
皇
太

后
、
現
太
皇
太
后
は
「
其
れ
甘
泉
の
泰
時
・
沿
陰
の
后
土
の
祠
を
復
し
て
故
の
如
く
せ
よ
」
と
詔
し
、
冬
十
一
月
壬
子
、
甘
泉
の
泰

時
・
沿
陰
の
后
土
の
祀
り
を
復
活
さ
せ
、
長
安
の
南
北
郊
を
廃
止
し
た
。

　
復
活
し
た
と
い
っ
て
も
、
そ
の
内
容
は
旧
の
ま
ま
で
は
な
い
。
泰
↓
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
永
始
三
年
冬
十
月
の
詔
勅
に
「
蓋
し
聞

く
、
王
者
、
事
を
天
地
に
承
け
、
泰
一
に
交
接
す
る
に
、
尊
ぶ
こ
と
祭
祀
よ
り
著
き
は
莫
し
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
に
よ
れ
ば
、
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
一

そ
の

も
の
で
あ
る
と
は
認
識
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
も
見
え
る
。
ま
た
、
長
安
で
復
活
し
た
祀
り
に
つ
い
て
は
、
旧
来
な
ら
泰
一
が

含

ま
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
の
名
は
逐
一
記
さ
れ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
ら
が
、
最
早
や
重
要
視
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
か
ら

だ
ろ
う
。
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結
び
に
代
え
て

　
平

帝
の
元
始
五
年
、
大
司
馬
と
な
っ
た
王
葬
は
、
長
安
の
南
北
郊
を
復
活
す
る
こ
と
を
上
奏
す
る
。
全
く
「
天
」
と
同
義
に
な
っ

て

し
ま
っ
た
泰
一
の
名
は
（
王
葬
の
上
奏
文
中
に
、
「
天
神
を
称
し
て
皇
天
上
帝
と
日
ひ
、
泰
一
の
兆
を
泰
時
と
日
ふ
」
と
あ
る
）
、

『
後
漢
書
』
祭
祀
志
か
ら
は
そ
の
姿
を
消
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。



注（
1
）
『
資
治
通
鑑
』
は
元
光
二
年
に
置
く
。

（
2
）
平
帝
・
元
始
五
年
の
王
葬
の
上
奏
に
は
、
文
帝
十
六
年
、
新
垣
平
の
上
奏
に
よ
っ
て
清
陽
に
五
帝
の
廟
を
立
て
た
際
、
同
時
に
泰
一
・
地
祇

　
　

を
祭
り
、
高
祖
を
こ
れ
に
配
し
た
と
言
う
が
、
郊
祀
志
も
封
禅
書
も
、
五
帝
の
廟
の
設
置
と
と
も
に
泰
一
を
祀
っ
た
と
は
言
わ
な
い
。

（
3
）
「
太
一
に
つ
い
て
」
、
白
鳥
博
士
還
暦
記
念
東
洋
史
論
叢
、
大
正
十
四
年
十
一
月
。

（
4
）
津
田
は
、
三
一
の
泰
　
に
つ
い
て
は
「
信
仰
的
要
素
を
欠
い
て
い
る
」
と
述
べ
る
だ
け
で
あ
り
、
ま
た
解
祠
の
泰
一
に
は
言
及
し
な
い
。

（
5
）
大
崎
正
次
『
中
国
の
星
座
の
歴
史
』
、
雄
山
閣
、
昭
和
六
十
二
年
。

（
6
）
『
資
治
通
鑑
』
は
元
狩
五
年
に
置
く
。
或
い
は
元
狩
三
年
か
。
た
だ
こ
こ
の
泰
一
は
、
神
が
か
り
す
る
神
で
あ
っ
た
ら
し
い
の
で
、
星
座
で

　
　

は
な
い

か

も
知
れ
な
い
。

（
7
）
顔
師
古
の
引
く
張
曼
は
、
黄
帝
に
つ
い
て
は
「
五
帝
之
首
也
。
歳
之
始
也
」
と
言
う
が
、
そ
の
他
の
諸
神
に
つ
い
て
は
沈
黙
す
る
。
孟
康
は

　
　
陰
陽
使
者
に
つ
い
て
「
陰
陽
之
神
也
」
と
す
る
が
、
具
体
的
に
は
ど
う
い
う
神
な
の
か
判
ら
な
い
。
沈
欽
韓
は
冥
羊
に
、
『
山
海
経
』
東
山

　
　

経
・
東
次
三
経
に
出
る
、
人
身
羊
角
で
一
牡
羊
を
も
っ
て
祀
ら
れ
る
神
を
当
て
る
。

（
8
）
三
核
に
つ
い
て
、
顔
師
古
は
、
「
咳
、
重
也
。
三
咳
、
三
重
壇
也
」
と
言
う
。
畷
は
、
神
位
を
連
ね
て
祀
る
こ
と
。
「
鹿
中
水
而
酒
之
」
に
つ

　
　
い

て

は
、
晋
灼
は
「
言
合
牲
物
而
燈
之
也
」
と
言
う
が
、
顔
師
古
が
「
以
水
及
酒
合
内
鹿
中
」
と
言
っ
て
い
る
の
の
ほ
う
が
正
し
い
だ
ろ
う
。

（
9
）
『
漢
書
』
武
帝
紀
の
こ
の
時
の
詔
に
は
、
「
望
見
泰
↓
、
修
天
文
檀
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
。
「
天
文
」
の
語
か
ら
は
占
星
術
へ
と
連
な

　
　

っ

て

ゆ
く
泰
一
（
古
い
泰
｛
）
が
聯
想
さ
れ
る
が
、
こ
こ
の
「
修
天
文
纏
」
は
、
顔
師
古
や
王
先
謙
の
言
う
よ
う
に
、
「
朝
朝
日
夕
夕
月
」

　
　

を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
長
安
の
泰
一
は
、
星
（
星
座
）
の
祀
り
で
あ
り
続
け
た
よ
う
で
あ
る
。
元
封
元
年
、
「
瓜
の

　
　
よ

う
な
」
填
星
が
出
現
し
、
有
司
は
「
陛
下
漢
家
の
封
禅
を
建
つ
れ
ば
、
天
其
れ
徳
星
を
報
ゆ
と
云
ふ
」
と
奏
上
し
た
。
翌
二
年
、
雍
の
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
き

　
　

時
の
祀

り
を
終
え
て
還
御
し
た
武
帝
は
、
泰
一
を
祀
っ
て
、
「
徳
星
昭
術
な
る
は
、
蕨
れ
維
れ
休
祥
な
り
。
寿
星
伍
り
に
出
で
、
淵
耀
光
明

　
　

す
。
信
星
昭
見
す
れ
ば
、
皇
帝
敬
拝
す
、
泰
祝
之
れ
享
け
よ
」
と
い
う
祝
詞
を
捧
げ
て
い
る
。
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（
1
0
）
雍
の
五
時
を
「
佐
」
と
し
て
泰
一
の
下
位
に
置
く
意
図
も
、
こ
こ
に
在
っ
た
の
だ
ろ
う
。

（
1
1
）
「
凡
五
修
封
」
と
は
以
下
の
五
条
を
指
す
（
先
に
挙
げ
る
の
が
郊
祀
志
の
記
事
、
括
弧
内
が
武
帝
紀
の
記
事
）
。

　
　

1
　
明
年
四
月
、
至
奉
高
修
封
焉
。
（
元
封
五
年
春
三
月
、
還
至
泰
山
、
増
封
。
）

　
　

2
、
復
還
泰
山
、
修
五
年
之
礼
如
前
、
而
加
禅
祠
石
聞
。
（
太
初
三
年
夏
四
月
、
還
、
修
封
泰
山
、
檀
石
間
。
）

　
　

3
、
其
後
五
年
、
復
至
泰
山
修
封
。
（
天
漢
三
年
三
月
、
行
幸
泰
山
、
修
封
、
祀
明
堂
。
）

　
　

4
、
後
五
年
、
復
至
泰
山
修
封
。
東
幸
狼
邪
、
礼
日
成
山
、
登
之
果
、
浮
大
海
、
用
事
八
神
延
年
。
こ
こ
の
記
事
に
つ
い
て
は
、
武
帝
紀
と

　
　
　
　
の

間
に
齪
酷
が
見
ら
れ
る
。
武
帝
紀
で
は
、
「
幸
狼
邪
、
礼
日
成
山
、
登
之
・
。
不
、
浮
大
海
」
は
太
始
三
年
に
、
「
修
封
」
は
太
始
四
年

　
　
　
　
（
春
三
月
、
行
幸
泰
山
。
壬
午
、
祀
高
祖
干
明
堂
、
以
配
上
帝
、
因
受
計
。
癸
未
、
祀
孝
景
皇
帝
干
明
堂
。
甲
申
、
修
封
。
丙
戌
、
禅

　
　
　
　
石

間
。
）
に
置
か
れ
て
い
る
。
次
の
「
修
封
」
が
征
和
四
年
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
第
四
次
の
「
修
封
」
は
太
始
四
年
で
あ
っ
た

　
　
　
　

と
覚
し
く
、
郊
祀
志
は
天
漢
三
年
か
ら
数
え
た
「
後
五
年
」
に
合
わ
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　

5
　
後
五
年
、
上
復
修
封
於
泰
山
。
（
征
和
四
年
三
月
、
還
幸
泰
山
、
修
封
。
庚
寅
、
祀
干
明
堂
。
癸
巳
、
檀
石
間
。
）

（
1
2
）
原
文
は
コ
ニ
歳
」
を
「
二
歳
」
に
作
る
。
王
先
謙
が
『
史
記
』
封
禅
書
に
よ
っ
て
「
三
」
に
改
め
る
の
に
従
う
。

（
1
3
）
二
二
歳
天
子
壱
郊
見
」
と
は
恐
ら
く
、
雍
の
五
時
に
つ
い
て
「
後
常
三
歳
一
郊
」
と
あ
る
の
に
拠
る
の
だ
ろ
う
。
だ
が
、
雍
の
五
時
も
、
三

　
　
年

ご
と
に
き
ち
ん
と
祀
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
武
帝
紀
に
よ
れ
ば
、
元
光
二
年
冬
十
月
、
武
帝
は
初
め
て
雍
に
至
り
、
五
時

　
　
に

郊
見
し
て
い
る
。
次
に
武
帝
が
雍
の
五
時
に
祀
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
の
は
元
狩
元
年
冬
十
月
。
こ
の
間
、
元
光
六
年
六
月
に
は
「
行
幸

　
　
雍
」
と
あ
る
も
の
の
五
時
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
く
、
ま
た
郊
祀
志
に
は
、
元
光
六
年
で
も
元
狩
元
年
で
も
な
い
と
思
わ
れ
る
「
後
二
年
、

　
　
郊
雍
、
獲
一
角
獣
、
若
煕
然
」
の
記
事
が
あ
る
。
「
一
角
獣
を
獲
た
」
と
い
う
記
事
は
、
元
狩
元
年
の
「
白
麟
を
獲
た
」
と
い
う
記
事
を
思

　
　
わ

せ

る
が
、
こ
こ
は
謬
忌
の
泰
一
が
置
か
れ
た
「
後
二
年
」
で
あ
る
の
で
元
光
四
年
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
元
光
の
次
の
元
朔
年
間
に
は
雍

　
　
の

五
時

に
つ
い
て
の
記
事
が
な
く
、
元
狩
元
年
冬
十
月
に
「
行
幸
雍
、
祠
五
時
、
獲
白
麟
、
作
白
麟
之
歌
」
の
記
事
が
あ
り
、
翌
元
狩
二
年

　
　
冬

十
月
に
も
「
行
幸
雍
、
祠
五
時
」
と
あ
る
。
次
は
元
鼎
四
年
冬
十
月
、
続
い
て
元
鼎
五
年
冬
十
月
、
元
封
二
年
冬
十
月
、
太
始
四
年
十
二
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月
と
い
う
ふ
う
で
、
雍
の
五
時
は
、
武
帝
期
に
は
定
期
的
に
祀
ら
れ
て
い
た
と
は
言
い
が
た
い
。

（
1
4
）
泰
一
と
后
土
と
を
対
で
扱
っ
た
例
と
し
て
は
、
元
鼎
六
年
に
郊
祀
の
楽
を
制
定
し
た
際
に
「
祷
祠
泰
一
・
后
土
、
始
用
楽
舞
」
と
あ
る
の
や
、

　
　
元
封
二
年
秋
に
泰
山
の
ふ
も
と
に
明
堂
を
作
っ
た
際
に
「
祠
泰
一
・
五
帝
於
明
堂
上
坐
、
…
…
祠
后
土
於
下
房
、
以
二
十
太
牢
」
と
あ
る
の

　
　
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
1
5
）
な
お
、
五
鳳
二
年
春
三
月
に
は
雍
の
五
時
の
祀
り
が
行
わ
れ
、
五
鳳
三
年
三
月
に
は
河
東
の
后
土
の
祀
り
が
行
わ
れ
て
い
る
。

（
1
6
）
な
お
、
后
土
の
祀
り
に
つ
い
て
も
「
凡
五
奉
」
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
初
元
二
年
の
ほ
か
、
初
元
四
年
、
永
光
元
年
に
つ
い
て
も
、
本
紀
に

　
　
記
事
が
見
え
な
い
。
雍
の
五
時
は
、
初
元
五
年
、
永
光
四
年
、
建
昭
元
年
の
そ
れ
ぞ
れ
春
三
月
に
、
「
上
幸
雍
、
郊
五
時
」
の
記
事
が
あ
る
。

（
1
7
）
実
際
に
南
北
郊
で
祀
り
が
行
わ
れ
た
の
は
、
南
郊
が
建
始
二
年
春
正
月
辛
巳
、
北
郊
が
同
年
三
月
辛
丑
の
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
建
始
元
年

　
　
十
二
月
、
甘
泉
と
沿
陰
と
の
祀
り
が
廃
止
さ
れ
た
時
、
甘
泉
で
は
大
風
が
吹
き
荒
れ
、
大
木
が
根
こ
そ
ぎ
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
憂
慮
し

　
　
た

成
帝
か

ら
の
下
問
を
受
け
た
劉
向
は
、
甘
泉
と
沿
陰
と
の
祀
り
を
廃
止
し
た
こ
と
を
諺
り
、
成
帝
も
後
悔
し
た
と
、
郊
祀
志
は
伝
え
て
い

　
　
る
。

（
1
8
）
雍
の
五
時
の
廃
止
は
建
始
二
年
春
正
月
。

（
1
9
）
甘
泉
・
沿
陰
で
祀
り
を
行
っ
た
の
は
、
永
始
四
年
、
元
延
二
年
、
元
延
四
年
、
緩
和
二
年
。
泰
↓
は
春
正
月
に
、
后
土
は
三
月
に
祀
ら
れ
た
。

　
　
雍
の
五
時
は
、
元
延
元
年
、
元
延
三
年
、
緩
和
元
年
の
そ
れ
ぞ
れ
三
月
に
祀
り
が
行
わ
れ
て
い
る
。

（
2
0
）
杜
鄭
か
ら
王
商
へ
の
「
長
安
の
南
北
郊
を
復
活
す
べ
し
」
と
い
う
意
見
書
の
中
の
「
甘
泉
・
河
東
天
地
郊
祀
」
と
い
う
文
言
か
ら
考
え
る
と
、

　
　
泰
一
は
相
変
わ
ら
ず
天
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

一 80一


